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個別機能訓練加算（通所介護）とは

専ら機能訓練を実施する理学療法士等（※１）を配置し、機能訓練
指導員等が共同して、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふま
えた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓
練を行うことで、利用者の生活機能の維持・向上を図り、住み慣れ
た地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目指
すために設けられたもの。
（老企第36号 第２の７（13）より）

※１ スライド３ページ目にて説明
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個別機能訓練加算（通所介護）の主な算定要件について

通所介護における個別機能訓練加算に関して、要件の解釈誤りにより多額の過誤調整となる事例が多発し
ていますので、改めて加算の要件等の確認をお願いいたします。

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 個別機能訓練加算（Ⅱ）

単位数 １日につき５６単位 １日につき７６単位 １月につき２０単位

機能訓練指
導員

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師、
一定の実務経験を有するはり師、きゅう師（以下「理学療法士等」）

機能訓練指
導員の配置
要件

専従の機能訓練指導員として
理学療法士等を１名以上配置

加算（Ⅰ）イで配置した理学
療法士等に加え、専従の理学
療法士等を１名以上配置
→合計で最低２名以上配置が
必要

加算（Ⅰ）イ又は加算（Ⅰ）
ロの配置要件を満たしている
こと

個別機能訓
練計画

・機能訓練指導員その他の職種が共同し利用者ごとに計画を作成する。
・複数種類の機能訓練項目を準備し、その選択にあたっては、利用者の生活意欲が増進される
よう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身状況に応じた機能訓練を適切に行う。

・機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で計画を作成。
・３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、その都度生活状況を確認するとともに、利用
者又はその家族に対して実施状況等を説明し、必要に応じて訓練内容を見直す。
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個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 個別機能訓練加算（Ⅱ）

個別機能訓
練項目

利用者の生活機能向上に資するよう複数の種類の機能訓練項目を準備し、その項目の選択に当
たっては、利用者の生活意欲の向上に繋がるよう利用者を援助すること。

訓練の対象
者

同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集団又は個別

訓練の実施
者

機能訓練指導員が直接実施

実施回数 概ね週に１回以上の実施が目安

厚生労働省
への情報提
出

要件なし 要件なし

・利用者ごとの個別機能訓練
計画の内容等の情報を「科学
的介護情報システム（ＬＩＦ
Ｅ）」を用いて提出。
・サービスの質の向上を図る
ため、当該提出情報及フィー
ドバック情報を活用し、ＰＤ
ＣＡサイクルによりサービス
の質の管理を行うこと。

個別機能訓練加算（通所介護）の主な算定要件について（２）
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個別機能訓練の実務（通所介護）について

個別機能訓練の実務等について
※詳細については、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」
（令和6年3月15日付け老高発0315第2号・老認発0315号第2号・老老発0315第2号）の23ページから28ペー
ジにかけて記載されているので、算定をしている又は予定している場合は必ず確認すること。

１目標設定・個別機能訓練計画の作成
（１） 利用者の社会参加状況やニーズ・日常生活や社会生活等における役割の把握、心身の状況の確認
（２） 多職種協働での個別機能訓練計画の作成

ア 個別機能訓練目標の設定
         イ 利用者又はその家族への説明と同意
         ウ 介護支援専門員への報告

２個別機能訓練の実施

３個別機能訓練実施後の対応
・個別機能訓練の目的に照らし、訓練項目・時間・効果等について評価を行う。
・３月ごとに１回以上、利用者居宅を訪問し、生活状況を確認。また、利用者又はその家族に対して個
別機能訓練の実施状況やその効果等を説明し記録する。

・概ね３月ごとに１回以上、訓練の実施状況や効果等について、介護支援専門員等にも適宜報告・相談
し、利用者又はその家族の意向を確認の上、個別機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更を行う。
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個別機能訓練加算（Ⅱ） 厚生労働省への情報提供について

提出期限 提出内容 提出情報

ア 新規に個別機能訓練
計画の作成を行った日の
属する月の翌月１０日ま
で

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実
施及び一体的取組について」
（令和6年3月 15 日老高発0315第2号老認発 0315第2号、老老発
0315 第2号）

○下記の各項目に係る情報を提出すること。

別紙様式３―２（生活機能チェックシート）
評価日、要介護度、障害高齢者の日常生活自立度、
認知症高齢者の日常生活自立度、職種、ＡＤＬ、
ＩＡＤＬ、基本動作

別紙様式３―３（個別機能訓練計画書）
作成日、要介護度、障害高齢者の日常生活自立度、
認知症高齢者の日常生活自立度、
健康状態・経過（病名及び合併症に限る。）、
個別機能訓練項目（プログラム内容、頻度及び時間に

限る。）

当該情報の作成時
における情報

イ 個別機能訓練計画の
変更を行った日の属する
月の翌月１０日まで

当該情報の変更時
における情報

ウ ア又はイのほか、少
なくとも３月に１回

前回提出時以降の
情報

令和６年３月１５日 老老発０３１５第４号 介護保険最新情報Vol.1216

「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様
式例の提示について」より
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個別機能訓練加算（通所介護）について

機能訓練指導員の配置の留意点等について

○個別機能訓練加算（Ⅰ）イ
・1週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接機能訓練を
受けた利用者のみ算定対象となる。

・特定の曜日のみ理学療法士等が配置されている場合は、あらかじめその曜日が定められ、利用者やケアマネジャーに周
知されている必要がある。

○個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ
・１週間のうち特定の時間だけ専従の理学療法士等１名以上に加えて理学療法士等を１名以上配置している場合は、その

時間において、理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。
例えば、9:00～12:00まで１名、10:00～13:00まで１名の理学療法士等を配置している場合、10:00～12:00までに
当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者のみ加算（Ⅰ）ロを算定できる。

・加算（Ⅰ）ロを算定できる人員体制を確保している時間はあらかじめ定められ、利用者やケアマネジャーに周知されて
いる必要がある。

〔老企第36号 第2の7(13)〕

利用者居宅訪問についての留意点等について

・「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」の具体的な配置時間については、計画策定に要する時間や実際
の訓練時間を踏まえて配置すること。なお、常勤・非常勤の別は問わない。

   ・利用契約前に居宅訪問を行った場合についても、個別機能訓練加算の居宅訪問の要件を満たすこととなる。
・利用者居宅訪問は、機能訓練指導員以外の個別機能訓練計画作成に関わる職員であれば、職種にかかわらず行ってもよ
い。

・長期の宿泊サービスの利用者について、同加算を算定することは基本的には想定されない。

〔厚生労働省Q&A〕
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個別機能訓練加算（通所介護）について
（機能訓練指導員の兼務）

兼務内容 兼務の可否／個別機能訓練加算の算定の有無

指定通所介護事業所の管理者と
機能訓練指導員

・人員基準においては事業所の管理上支障がない場合兼務可能
（勤務表等で明確に時間を分けていること）
・管理者として従事していない時間帯であれば、専ら機能訓練
指導員の職務に従事する理学療法士等として個別機能訓練加算
は算定可能

指定通所介護事業所の看護職員と
機能訓練指導員 ※１

・人員基準においては、看護職員として業務に従事してない時
間帯において機能訓練指導員として従事することは差し支えな
い。（勤務表等で明確に時間を分けていること。）
・看護職員として従事していない時間帯であれば、専ら機能訓
練指導員の職務に従事する理学療法士等として個別機能訓練加
算は算定可能。

※1 看護職員の本来の業務である利用者の健康管理や観察を行いつつ、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又は
ロの要件を満たすような業務をこなし得るのか十分に検討すること。
※2 上記表の兼務の可否については、指定通所介護事業所に係るものである。指定地域密着型通所介護
事業所については、厚生労働省のＱ＆Ａでも分かれて回答されているように、可否が異なる場合があるた
め、注意すること。
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